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向日市防犯カメラ設置補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、犯罪の抑止を目的として防犯カメラを新たに

設置する市内の自治会に対して 向日市防犯カメラ設置補助金 以、 （

下「補助金」という ）を交付することについて、向日市補助金。

等交付規則（平成２０年規則第９号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

(1) 自治会 次に掲げる団体とする。

ア 連合自治会、区

イ 単位自治会、町内会

(2) 防犯カメラ 犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的

に設置され、道路等の不特定多数の者が通過する公共の場所を

撮影する映像撮影装置で、本体又はそれに附属する機器に録画

機能を有するものをいう。

（補助対象者）

（ 「 」第３条 補助金の交付を受けることができる者 以下 補助対象者

という ）は、防犯カメラを新たに購入し、設置する自治会であ。

って、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 自治会が行う防犯カメラを設置する事業（以下「補助事業」

という ）の実施について、自治会における合意形成がなされ。

ていること。



- -2

(2) 向日市暴力団排除条例（平成２４年条例第２４号）第２条第

４号に規定する暴力団員等が役員でないこと。

（補助対象経費等）

（ 「 」 。）第４条 補助金の交付の対象となる経費 以下 対象経費 という

は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものであって、市

長が適当と認めるものとする。

(1) カメラ、録画装置、その他の防犯カメラを構成する機器の購

入に係る経費（保守、修理、電気料金などの維持管理費及び振

込手数料並びにその他市長が不適当と認める経費を除く ）。

(2) 前号に掲げる機器の取付けに係る経費

(3) 防犯カメラの設置を示す看板及び看板等の設置に要する経費

（補助金交付額）

第５条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、前条の対象

経費（消費税及び地方消費税相当額を含む ）の全額とする。た。

だし、防犯カメラ１台分につき２００，０００円を上限とする。

２ 前項の補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。

（補助対象要件等）

第６条 補助金の交付の対象となる防犯カメラの設置に係る要件

は、次のとおりとする。

(1) 次の項目を含む管理運用規程を定めること。

ア 設置目的

イ 設置場所及び撮影範囲

ウ 管理責任者等の指定

エ 画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止等、画像の安全管
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理に係る媒体の保管方法、保管期間及び消去方法

オ 画像の利用、閲覧及び提供の制限

カ 苦情等への対応

キ その他必要な事項

(2) 交付申請を行う年度の２月末日までに向日市内に設置する

こと。

(3) 道路等の不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するこ

と。

(4) 防犯カメラの設置場所に、補助対象者の名称及び防犯カメラ

の設置を示す看板を取り付けること。

２ 補助対象者は、京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関

するガイドライン」に基づき、適切な管理及び運用に努め、防犯

カメラを設置するまでに前項に掲げる要件を全て備えなければな

らない。

(交付申請)

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

。） 、 （ ）う は 向日市防犯カメラ設置補助金交付申請書 様式第１号

に次に掲げる書類を添付して、設置前に市長に提出しなければな

らない。

(1) 防犯カメラ設置予定場所の位置図

(2) 防犯カメラ設置予定場所の現況写真

(3) 防犯カメラ撮影イメージ写真

(4) 対象経費の額を確認できる書類（見積書、カタログ等）

(5) 防犯カメラ設置予定場所の所有者の同意書（写し）

(6) 道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当
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該許可証（写し）

(7) 自治会の規約及び役員名簿

(8) 防犯カメラの設置を自治会での協議等により決定したことを

証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付決定）

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容

を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否

を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付について決定したとき

は、向日市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書（様式第２号）

により、補助金の不交付を決定したときは、向日市防犯カメラ設

置補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、速やかに申請

者に通知するものとする。

（設置及び設置完了届）

（ 「 」 。）第９条 補助金の交付決定を受けた者 以下 補助決定者 という

は、当該年度の２月末日までに、防犯カメラを設置し、向日市

防犯カメラ設置完了届（様式第４号）に、次に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置に係る領収書（写し）

(2) 防犯カメラの設置箇所がわかるもの

(3) 撮影画像

(4) 防犯カメラ管理運用規程

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 前項の完了届が交付決定の日から６０日以内に提出されなかっ
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たときは、申請が取り下げられたものとみなす。

（設置確認及び確定通知）

第１０条 市長は、前条の完了届があったときは、３０日以内に設

置状況の確認及び完了届等の書類の審査を行い、交付決定の内容

に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、向日市防犯カ

メラ設置補助金確定通知書（様式第５号）により補助決定者に通

知するものとする。

２ 補助決定者は、前項の設置状況の確認が適正に行われるように

協力しなければならない。

（交付請求）

第１１条 補助決定者は、前条第１項の通知書に記載された補助金

額確定の日から３０日以内に、向日市防犯カメラ設置補助金交付

請求書兼振込依頼書（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。

（補助金の交付）

第１２条 市長は、前条の請求を受けたときは、補助決定者に対し

速やかに補助金を交付するものとする。

（決定の取消し）

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

２ 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、向日市防犯

カメラ設置補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により補助

決定者に通知するものとする。
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（補助金の返還）

第１４条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補

助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

（財産の管理及び処分の制限）

第１５条 補助決定者は、補助事業により取得した財産又は効用の

増加した財産（以下「取得財産」という ）については、補助事。

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助

金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならな

い。

２ 補助決定者は、取得財産を市長の承認を受けないで、補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産

の耐用年数を勘案し、補助金交付の日から起算して５年を経過し

た場合は、この限りではない。

（関係書類の整備）

第１６条 補助決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにし

た書類、帳簿等を整備し、補助金交付の日から５年間保存しなけ

ればならない。

附 則

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。



様式第１号（第７条関係） 
 

向日市防犯カメラ設置補助金交付申請書 
 

（宛先）向日市長   年  月  日 
所在地 団体名 

                   

代表者職・氏名  
               印     

電話番号 

 
 向日市防犯カメラ設置補助金の交付を受けたいので、向日市防犯カメラ設置

補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 
なお、同要綱第３条第２号に規定する者ではないことを確約します。 

【防犯カメラ設置予定場所の所有者が申請者の場合】 
市が補助対象事業となることを確認するため、課税状況等について調査され

ることに同意します。 
設 置 目 的  

交付申請額・台数             円（         台） 

自 立 柱 設 置  □ 有 ※新設  (      本)  □  無  

設 置 完 了 時 期     年  月  日  ～   年   月  日 

連 絡 担 当 者 
□ 代 表 者 
□ 設置事業者 
□ そ の 他（氏名：     電話：       ） 

情 報 提 供 に 係 る 
同 意 

補助金の交付が決定したとき、上記連絡担当者の連絡先等

について、向日市から京都府警察に情報提供することに 
 □ 同意する        □ 同意しない 

添付書類 
□  防犯カメラ設置予定場所の位置図 

□ 防犯カメラ設置予定場所の現況写真 
□ 防犯カメラ撮影イメージ写真 
□ 対象経費の額を確認できる書類（見積書、カタログ等） 

□ 防犯カメラ設置予定場所の所有者の同意書（写し） 

□ 道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可証（写し） 

□ 自治会の規約及び役員名簿 

□ 防犯カメラの設置を自治会での協議等により決定したことを証する書類 
□ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 



様式第２号(第８条関係) 

向防第    号  

   年  月  日 

 

         様 

向日市長         印 

 

 

  向日市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった向日市防犯カメラ設置補助金につい

ては、下記のとおり交付することに決定したので、向日市防犯カメラ設置補助金

交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 なお、交付する補助金の額については、補助金実績報告書の提出後に補助金額

確定通知書をもって確定します。 

 

記 

  

・補助金の交付決定額            円 

   

 

  



様式第３号(第８条関係) 

向防第    号  

   年  月  日 

 

         様 

向日市長         印 

 

 

  向日市防犯カメラ設置補助金不交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった向日市防犯カメラ設置補助金につい

ては、下記の理由により交付しないことと決定したので、向日市防犯カメラ設置

補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

  

記 

 
（交付しない理由） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 (第９条関係) 

 

向日市防犯カメラ設置完了届 

 

（宛先）向日市長 年  月  日 

所在地 

 

 

団体名 
                   

代表者職・氏名          
               印 
電話番号 

 

 

   年  月  日付け  向防第    号にて補助金の交付決定を受

けた補助事業について、向日市防犯カメラ設置補助金交付要綱第９条第１項

の規定により、次のとおり報告します。 

交 付 決 定 日     年  月  日 

交付決定額・台数 
           円

（           台） 

事 業 総 額 ・ 台 数 
         円 （ 税 込 ）

（           台） 

設 置 完 了 時 期      年  月  日 

設置場所 住 所 ⑴    町     

⑵    町 

 
添付書類 
□ 防犯カメラの設置に係る領収書（写し） 

□ 防犯カメラの設置箇所がわかるもの 

□  撮影画像  

□ 防犯カメラ管理運用規程 

□ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 



様式第５号(第１０条関係) 

向防第    号  

   年  月  日 

 

         様 

向日市長         印 

 

 

  向日市防犯カメラ設置補助金確定通知書 

 

   年  月  日付けで決定した補助金の交付について、下記のとおり補

助金額を確定したので、向日市防犯カメラ設置補助金交付要綱第１０条第１項

の規定により通知します。 

 なお、この通知書に記載された補助金額確定の日から３０日以内に補助金交

付請求書兼振依頼書を提出してください。 

  

 

記 

  

・設 置 場 所  向日市    町       

 

・確定後の補助金額            円 

   

 

  



様式第６号（第１１条関係） 
 

向日市防犯カメラ設置補助金交付請求書兼振込依頼書 
  

（宛先）向日市長 年  月  日 

所在地 

 

 

団体名 
                   

代表者職・氏名          
                印 

電話番号 

 

 
  
  年  月  日付け  向防第    号にて交付の決定を受けた向日市防犯

カメラ設置補助金について、向日市防犯カメラ設置補助金交付要綱第１１条の規定によ

り次のとおり交付を請求します。 
 

設 置 場 所 向日市     町 

請 求 金 額               円 

振 込 先 

金融機関名         支店名 

預金の種類   普通 ・ 当座 

口座番号 

フリガナ 

口座名義人 

添付書類 

 □ 向日市防犯カメラ設置補助金確定通知書（写し） 

  



様式第７号(第１３条関係) 

向防第    号  

   年  月  日 

 

         様 

向日市長         印 

 

 

  向日市防犯カメラ設置補助金交付決定取消通知書 

 

   年  月  日付け  向防第    号にて交付決定した向日市防犯

カメラ設置補助金については、下記のとおり交付決定を取消したので、向日市防

犯カメラ設置補助金交付要綱第１３条第２項の規定により通知します。 

  

 

記 

  

１ 取消しの内容 

 

取消前の補助金交付決定額             円 

 

取消後の補助金交付決定額             円 

 

 取 消 し に よ る 増 減 額             円 

 

２ 取消しの理由 

 


